
降職・降格の人事・賃金制度見直し撤回！
２０２４年度労働協約改訂交渉始まる

第
２
回
団
交
（
８
月

日
）
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第
２
回
団
体
交
渉
で
は
、

会
社
か
ら
の
回
答
が
示
さ
れ

ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
項
目

に
お
い
て
会
社
は
「
そ
の
よ

う
な
考
え
は
な
い
」
と
い
う

不
誠
実
な
回
答
に
終
始
し
ま

し
た
。

特
に
、
リ
ニ
ア
関
係
の
要

求
や
解
明
に
お
い
て
は
、
回

答
な
ら
ざ
る
回
答
が
さ
れ
ま

し
た
。
以
下
、
４
～

項
目

11

の
要
求
と
回
答
で
す
（
１
～

３
項
目
は
『
業
務
速
報
』
№

１
３
８
６
参
照
）。

４
．
岐
阜
県
瑞
浪
市
に

お
け
る
水
位
低
下
、
恵
那

市
に
お
け
る
有
害
物
質
検

出
に
お
い
て
、
自
治
体
へ
の

報
告
が
遅
れ
た
理
由
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
。

５
．
会
社
は
、
残
土
の
有

害
物
質
の
流
失
対
策
と
し
て

シ
ー
ト
を
敷
く
と
し
て
い
る

が
、
シ
ー
ト
の
寿
命
は
何
年

な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
。
ま
た
、
寿
命
に
伴
い
、

シ
ー
ト
交
換
を
す
る
際
の
手

順
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

更
に
、
ウ
ラ
ン
な
ど
の
放
射

性
物
質
が
検
出
さ
れ
た
場
合

の
対
策
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
。６

．
日
本
土
木
学
会
の
資

料
に
よ
る
と
、
高
速
長
尺
先

進
ボ
ー
リ
ン
グ
は
水
抜
き
が

目
的
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
会
社
は
「
調
査
の
た
め
」

と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

水
抜
き
で
は
な
い
と
い
う
根

拠
を
示
す
こ
と
。

７
．
山
梨
県
に
お
け
る
高

速
長
尺
先
進
ボ
ー
リ
ン
グ
に

よ
る
掘
削
に
よ
っ
て
、
大
量

流
水
が
発
生
し
た
場
合
の
対

策
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

ま
た
、
流
水
は
静
岡
県
側
に

戻
す
の
か
ど
う
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
。

８
．
静
岡
工
区
の
工
事
に

お
い
て
、
破
砕
帯
か
ら
の
突

発
湧
水
の
対
策
を
具
体
的
に

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

９
．
各
地
で
水
位
低
下
に

よ
る
水
枯
れ
が
発
生
し
て
い

る
。
補
償
に
つ
い
て
明
ら
か

に
す
る
こ
と
。
特
に
、
大
井

川
流
域
で
は
、
住
民
６
２
万

人
が
生
活
し
て
い
る
上
、
農

業
や
工
場
な
ど
で
は
大
量
の

水
を
使
う
。
補
償
に
は
限
界

が
あ
る
と
考
え
る
。
仮
に
、

水
枯
れ
が
発
生
し
た
場
合
、

補
償
は
で
き
る
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
。

．
会
社
は
、
「
健
全
経

10
営
・
安
定
配
当
」
と
言
う
だ

け
で
、
具
体
性
が
な
い
。「
健

全
経
営
・
安
定
配
当
」
を
行

う
た
め
に
必
要
な
営
業
利

益
、
純
利
益
は
ど
の
く
ら
い

の
目
安
な
の
か
明
ら
か
に
す

る
こ
と
。

．
２
０
２
７
年
以
降
に

11
工
事
が
完
了
予
定
の
工
区
、

建
造
物
な
ど
を
全
て
明
ら
か

に
す
る
こ
と
。

【
４
～

項
目
一
括
回
答
】

11

中
央
新
幹
線
建
設
計
画
の

推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
工
事

の
安
全
・
環
境
の
保
全
・
地

域
の
連
携
を
重
視
し
て
法
令

に
則
り
、
ま
た
、
必
要
に
応

じ
て
自
治
体
等
と
も
協
議
の

上
、
適
切
に
対
応
し
て
い
る
。

加
え
て
社
外
に
対
し
て
も
、

有
価
証
券
報
告
書
等
の
法
定

書
類
は
も
と
よ
り
、
定
例
の

社
長
会
見
や
当
社
Ｈ
Ｐ
等
を

通
じ
て
適
切
に
情
報
開
示
し

て
い
る
。

第
３
回
団
交
（
８
月

日
）
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第
３
回
団
体
交
渉
で
は
、

労
使
関
係
、
安
全
対
策
、
年

休
・
要
員
問
題
な
ど
に
つ
い

て
議
論
し
ま
し
た
。

『
労
働
協
約
』
の
団
体
交

渉
事
項
に
つ
い
て
、
組
合
は

「
労
働
組
合
か
ら
の
団
体
交

渉
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
場

合
、
団
体
交
渉
を
開
催
せ
よ
。

こ
れ
が
普
通
の
労
使
関
係

だ
」
と
迫
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
会
社
は
「
現
協
約
で
問

題
な
い
」
と
、
憲
法
で
保
障

さ
れ
て
い
る
団
体
交
渉
権
を

無
視
し
、
対
立
し
ま
し
た
。

ま
た
、
組
合
掲
示
板
設
置

に
つ
い
て
、
組
合
は
「
現
協

約
の
解
釈
か
ら
し
て
も
、
５

人
と
す
る
根
拠
は
な
い
。
労

働
組
合
の
主
張
を
妨
害
す
る

行
為
だ
」
な
ど
と
主
張
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
会
社
は
「
許

可
を
出
す
の
は
会
社
の
判
断

だ
」
な
ど
と
拒
否
し
ま
し
た
。

安
全
対
策
で
は
、
ワ
ン
マ

ン
運
転
の
中
止
、
特
に
業
務

改
革
の
一
貫
で
あ
る
４
両
以

上
に
い
て
は
「
状
態
看
視
は

物
理
的
に
不
可
能
だ
。
車
載

カ
メ
ラ
に
も
死
角
が
あ
る
」

と
、
安
全
対
策
が
不
十
分
で

あ
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
会
社
は
「
安

全
は
確
保
で
き
る
。
ワ
ン
マ

ン
運
転
を
や
め
る
つ
も
り
は

な
い
」
と
回
答
し
、
対
立
し

ま
し
た
。

年
休
・
要
員
問
題
に
つ
い

て
、
組
合
は
「
新
幹
線
職
場

を
中
心
に
年
休
が
入
ら
な
い

状
態
が
続
い
て
い
る
。
要
員

不
足
が
最
大
の
原
因
だ
。『
必

要
な
要
員
は
配
置
し
て
い

る
』
と
の
会
社
回
答
は
デ
タ

ラ
メ
だ
。
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
で

平
日
・
休
日
問
わ
ず
混
雑
し

て
い
る
。

歳
原
則
出
向
を

54

悪
用
し
て
、
職
場
か
ら
追
い

出
し
た
こ
と
も
要
員
不
足
の

原
因
だ
」
な
ど
と
主
張
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
会
社
は
「
ピ

ー
ク
に
要
員
を
合
わ
せ
な

い
。
当
社
の
年
休
取
得
率
は

他
企
業
と
比
べ
て
良
い
」
な

と
ど
ゴ
マ
カ
シ
の
回
答
に
終

始
し
、
対
立
し
ま
し
た
。

第
４
回
団
交
（
８
月

日
）

28

第
４
回
団
体
交
渉
で
は
、

欠
勤
の
解
釈
、
災
害
時
の
勤

務
の
扱
い
、
更
衣
時
間
な
ど

に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

勤
務
発
表
後
の
年
休
に
よ

る
診
断
書
提
出
に
つ
い
て
、

会
社
は
「
年
休
は
欠
勤
に
含

ま
れ
る
」
と
い
う
非
常
識
な

解
釈
で
す
。
組
合
は
「
年
休

は
欠
勤
で
は
な
い
。
診
断
書

は
不
要
だ
」
な
ど
と
主
張
し

ま
し
た
が
、
会
社
は
こ
れ
を

認
め
ず
、
対
立
し
ま
し
た
。

台
風
な
ど
の
災
害
時
、
休

憩
無
し
の
長
時
間
乗
務
、
勤

務
終
了
直
前
・
終
了
点
呼
後

や
出
勤
直
後
に
休
憩
時
間
を

命
じ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。
組
合
は
「
休
憩

は
行
路
の
途
中
・
出
先
に
設

定
す
る
も
の
だ
。
労
基
法
第

条
に
違
反
す
る
」
な
ど
と

34主
張
し
ま
し
た
。
会
社
は
「
点

呼
ま
で
は
仕
事
の
途
中
だ
。

法
令
に
違
反
し
て
い
な
い
。

適
切
に
行
っ
て
い
る
」
の
一

点
張
り
で
、
対
立
し
ま
し
た
。

更
衣
時
間
に
つ
い
て
、
会

社
は
厚
労
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
無
視
し
、
「
使
用
者
の

指
揮
命
令
下
に
は
な
い
」
と

い
う
見
苦
し
い
主
張
を
繰
り

返
し
て
き
て
い
ま
す
。
組
合

は
「
更
衣
時
間
を
労
働
時
間

と
す
る
の
は
世
間
常
識
だ
。

前
近
代
的
な
主
張
を
繰
り
返

す
の
は
や
め
て
、
労
働
時
間

と
せ
よ
」
と
追
及
し
ま
し
た

が
、
会
社
は
一
切
主
張
を
変

え
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、

更
衣
室
か
ら
点
呼
場
所
や
勉

強
会
・
訓
練
会
の
会
場
ま
で

の
移
動
時
間
に
つ
い
て
も
、

労
働
実
態
が
な
い
と
屁
理
屈

を
付
け
、
対
立
し
ま
し
た
。

組
合
は
「
厚
労
省
の
指
導
に

従
わ
な
い
こ
と
を
確
認
す

る
」
と
通
告
し
ま
し
た
。
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２
０
２
４
年
度
労
働
協
約
改
訂
及
び
労
働
条
件
改
善
に
関
す
る
要
求
（
『
申
第
５
号
』
）

に
つ
い
て
の
団
体
交
渉
が
始
ま
り
ま
し
た
。
第
１
回
は
８
月

日
に
組
合
か
ら
の
趣
旨

20

説
明
及
び
会
社
か
ら
の
「
協
約
改
訂
交
渉
冒
頭
挨
拶
」
、
第
２
回
は

日
に
会
社
回
答

22

が
示
さ
れ
、
以
下
、
第
３
回
、
第
４
回
団
体
交
渉
を
開
催
し
ま
し
た
。



７
月

日
、
東
海
道
新
幹

22

線
豊
橋
駅
～
三
河
安
城
駅
間

の
上
り
線
で
、
保
守
用
車
同

士
の
衝
突
・
脱
線
事
故
が
発

生
し
ま
し
た
。
こ
の
事
故
で
、

作
業
員
２
名
が
負
傷
し
、
浜

松
駅
～
名
古
屋
駅
間
が
終
日

運
休
と
な
り
ま
し
た
。

２
０
１
５
年

月

日
に

12

10

も
、
新
富
士
駅
～
静
岡
駅
間

で
同
種
の
事
故
が
発
生
し
ま

し
た
。
本
部
は
７
月

日
、

26

「
東
海
道
新
幹
線
保
守
用
車

衝
突
、
脱
線
事
故
に
関
す
る

申
し
入
れ
」（
『
申
第
３
号
』
）

を
会
社
に
提
出
し
、
団
体
交

渉
の
開
催
を
要
求
し
ま
し

た
。ま

た
、
新
幹
線
地
本
は
７

月

日
、
新
幹
線
関
西
地
本

24

は
８
月
９
日
に
、
よ
り
詳
細

な
内
容
で
、
そ
れ
ぞ
れ
申
し

入
れ
を
行
い
ま
し
た
。

以
下
、
本
部
が
申
し
入
れ

た
項
目
で
す
。

１
．
事
故
の
概
況
を
時
系

列
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

２
．
こ
の
事
故
に
よ
り
負

傷
さ
れ
た
２
名
の
作
業
者
の

負
傷
程
度
及
び
回
復
状
況
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

３
．
事
故
に
よ
る
保
守
用

車
及
び
線
路
等
の
被
害
状

況
、
旅
客
へ
の
影
響
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
。

４
．
衝
突
し
た
保
守
用
車

の
保
安
装
置
の
使
用
状
況
に

つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ

と
。５

．
当
日
の
保
守
用
車
の

本
人
の
同
意
な
き
強
制
出

向
は
不
当
だ
と
し
て
会
社
を

訴
え
て
た
本
橋
裁
判
控
訴
審

第
１
回
口
頭
弁
論
が
８
月
５

日
、
東
京
高
裁
で
開
廷
さ
れ

ま
し
た
。

原
告
側
か
ら
は
、
原
判
決

の
問
題
に
つ
い
て
控
訴
理
由

書
を
陳
述
し
ま
し
た
。
原
判

決
の
問
題
は
、
以
下
の
通
り

で
す
。

１
．
Ｓ
Ｅ
Ｋ
へ
の
出
向
命

令
は
、
民
法
６
２
５
条
１
項

「
使
用
者
は
、
労
働
者
の
承

諾
を
得
な
け
れ
ば
、
そ
の
権

利
を
第
三
者
に
譲
り
渡
す
こ

と
が
で
き
な
い
」
と
謳
わ
れ

て
い
る
通
り
、
違
法
・
無
効

で
あ
る
こ
と
。
原
判
決
に
は

法
の
適
法
性
に
つ
い
て
何
ら

触
れ
て
い
な
い
。

２
．
原
判
決
は
「
出
向
発

令
後
も
従
前
詰
所
で
被
告
の

社
員
と
共
に
待
機
時
間
を
過

ご
し
て
い
る
」
と
認
定
し
て

る
が
、
車
両
所
庁
舎
に
は
自

由
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
明
ら
か
な
誤
り
で
あ

り
、
会
社
の
不
当
労
働
行
為

意
思
を
否
定
し
て
い
る
。

静
岡
地
本
は
８
月

日
、

20

「
浜
松

袴
田
巌
さ
ん
を
救

う
市
民
の
会
」
の
仲
間
と
共

に
、
無
罪
判
決
を
勝
ち
取
る

た
め
に
、
静
岡
地
裁
と
地
検

に
要
請
行
動
を
し
ま
し
た
。

要
請
行
動
に
は
、
静
岡
地
本

Ｏ
Ｂ
会
員
が
積
極
的
に
参
加

し
ま
し
た
。

こ
の
間
取
り
組
ん
で
き
た

署
名
は
、
Ｊ
Ｒ
東
海
労
で
３

０
０
筆
集
約
し
、
「
浜
松

袴
田
巖
さ
ん
を
救
う
市
民
の

会
」
に
託
し
、
裁
判
所
に
提

出
し
ま
し
た
。
署
名
は
、
全

体
で
８
，
２
１
７
筆
、
市
民

の
会
は
、
６
１
１
筆
を
集
約

し
、
市
民
の
会
の
寺
澤
さ
ん

静
岡
地
本
は
８
月

～
20

21

日
、
山
梨
県
西
湖
で
サ
マ
ー

キ
ャ
ン
プ
を
開
催
し
ま
し

た
。
絶
好
の
天
候
に
恵
ま
れ

ま
し
た
。

キ
ャ
ン
プ
に
は
、
結
婚
し

た
ば
か
り
の
名
古
屋
地
本
松

山
委
員
長
（
本
部
副
委
員
長
）

が
夫
婦
で
参
加
し
ま
し
た
。

夕
食
は
、
定
番
の
Ｂ
Ｂ
Ｑ

の
ほ
か
、
珍
味
に
舌
鼓
し
、

和
気
あ
い
あ
い
の
雰
囲
気

で
、
多
く
の
銘
柄
の
酒
を
堪

能
し
ま
し
た
。

（２）第４８７号 Ｊ Ｒ 東 海 労 ２０２４年（令和６年）９月１日

Ｊ
Ｓ
労
結
成
か
ら
ち
ょ
う

ど
１
年
と
な
る
８
月

日
、

18

Ｊ
Ｓ
労
は
第
３
回
定
期
大
会

を
開
催
し
ま
し
た
。
大
会
後
、

結
成
１
周
年
記
念
レ
セ
プ
シ

ョ
ン
が
開
催
さ
れ
、
本
部
か

ら
副
委
員
長
、
書
記
長
が
参

加
し
ま
し
た
。

柳
楽
委
員
長
は
、
挨
拶
で

「
午
前
中
に
第
３
回
定
期
大

会
を
開
催
し
、
方
針
を
満
場

一
致
で
確
認
し
た
。
年
間
休

日
数
１
２
０
日
の
申
し
入
れ

を
行
っ
た
。
全
社
員
年
間
休

日
数
１
２
０
日
獲
得
を
実
現

す
る
ま
で
闘
う
」
と
決
意
を

述
べ
ま
し
た
。

ま
た
も
や
発
生
し
た

保
守
用
車
衝
突
・
脱
線
事
故

本
部
と
２
地
本
で
申
し
入
れ

操
縦
者
と
そ
れ
に
関
係
す
る

作
業
員
の
体
調
お
よ
び
労
働

条
件
に
問
題
は
な
か
っ
た
の

か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

６
．
事
故
原
因
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
。

７
．
組
合
は
過
去
の
同
種

事
故
の
教
訓
が
生
か
さ
れ
て

３
．
本
橋
さ
ん
の
専
任
社

員
の
再
雇
用
契
約
に
つ
い

て
、
留
保
付
き
の
契
約
締
結

を
申
し
込
ん
だ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
原
判
決
は
留
保
付
を

い
な
い
と
考
え
る
。
見
解
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

８
．
事
故
に
対
す
る
対
策

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

９
．
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
と

東
海
道
新
幹
線
の
回
送
列
車

で
乗
客
を
輸
送
し
た
と
報
道

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
判
断

認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
し

た
。
本
橋
さ
ん
は
再
三
に
わ

た
っ
て
不
本
意
な
が
ら
も
雇

用
を
確
保
す
る
た
め
に
Ｓ
Ｅ

Ｋ
を
出
向
先
と
し
た
再
雇
用

契
約
に
署
名
せ
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
。

今
回
の
弁
論
で
結
審
と
な

り
、
判
決
予
定
日
は

月
９

10

日
に
な
り
ま
し
た
。

に
至
る
経
過
、
目
的
及
び
理

由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

．
長
時
間
に
わ
た
り
東

10
海
道
新
幹
線
が
運
行
で
き
な

い
場
合
は
、
在
来
線
列
車
の

増
発
及
び
、
増
結
な
ど
に
よ

る
代
替
輸
送
を
速
や
か
に
実

施
す
る
こ
と
。

新
幹
線
地
本
は
、
今
年
の

夏
の
異
常
な
暑
さ
の
中
で
職

場
環
境
を
改
善
す
る
た
め
、

７
月

日
に
「
駅
の
暑
さ
対

25

策
」
の
緊
急
申
し
れ
を
行
い

ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
要
求
に
対
す

る
回
答
を
前
に
、
①
東
京
駅

ホ
ー
ム
の
空
き
店
舗
を
利
用

し
た
ク
ー
ル
ダ
ウ
ン
の
実

施
、
②
東
京
駅
各
ホ
ー
ム
７

号
車
付
近
の
立
哨
位
置
に
ス

ポ
ッ
ト
ク
ー
ラ
ー
を
設
置
す

る
、
③
品
川
駅
上
り
ホ
ー
ム

立
哨
位
置
に
ス
ポ
ッ
ト
ク
ー

ラ
ー
を
試
験
的
に
設
置
す
る

な
ど
、
暑
さ
対
策
の
具
体
的

な
実
施
を
勝
ち
取
り
ま
し

た
。

か
ら
、
お
礼
が
あ
り
ま
し
た
。

次
回
の
要
請
行
動
は
９
月
18

日
に
行
い
ま
す
。

キ
ャ
ン
プ
飯
と
美
酒
を
堪
能
！

静
岡
地
本
が
キ
ャ
ン
プ
開
催

袴田さんの無罪を求める署名
裁判所に提出！

静岡地本が要請行動に参加

不
当
出
向
を
取
り
消
せ
！

本
橋
裁
判
控
訴
審
結
審

暑さ対策
要求実現！


